
実施方針に対する質問・回答

No. 頁 第 1 (1) 1) ① a) a 項目等 質問内容 回答

1 4 2
業務実施企業の
参加資格要件

設計、建設、工事監理の各業務を行う者は・・・
なお複数の要件を満たす者は、当該複数業務を行うことができる。
ただし、建設業務を行う者及びこれらの者と資本面若しくは人事面で関係のある
者は、工事監理業務を行うことはできない。
また、要求水準書（案）ｐ18の５（1）アには工事監理業務の管理技術者は、設計
業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。兼任することが出
来ない旨の記載があります。
今回の場合、建設会社とは別の参加資格を満たす設計事務所の設計者が設計
業務と工事監理業務を兼任する事は可能でしょうか？

設計業務と工事監理業務を同じ設計事務所が兼任することは可能ですが、要求
水準書（案）ｐ18の５（1）アのとおり、工事監理業務の管理技術者と設計業務の
技術上の管理技術者は同一の者であってはいけません。

2 5、6 2 2 ①、③ ｄ
共同住宅実施設
計・工事監理の
実績

実績を証明するものとして、契約書又は確認済証と考えてよろしいでしょうか。
業務契約書写し及び図面等建物の概要が分かるもの、完了済証等を予定して
います。
詳細は入札公告時の様式集（入札参加資格審査）にて公表します。

3 14 6 1 4）
1 立地条件等
4）その他
工事車両

工事車両は、市道本町西町線（通称　関あじ関さば通り）の通行を避けることと
ありますが、別紙1のように県道佐賀関循環線を通ると考えてよろしいでしょう
か。

別添資料として、迂回路図を公表しますので、ご参照ください。

4 19
リスク分担表
No33測量・調査

市が実施した測量・調査に関する資料がありますが、提案資料を作成する際
に、CADデータの提供は行っていただけるのでしょうか。

入札公告時に、別添資料④　開発計画図の更新版を公表します。当該CADデー
タは貸与します。

5 19
リスク分担表
No39土地の瑕
疵

土地の瑕疵（土壌汚染等）に起因する対応費用は市の負担となっていますが、
市の方で土壌汚染調査はされているのでしょうか。
調査されている場合、調査資料は提供していただけるのでしょうか。

土壌汚染調査は実施しておりません。
過去の使用履歴から土壌汚染はないものと考えております。

6 19
リスク分担表
No44市の発案し
た軽微な変更

計画変更のリスクにおいて、施設完成前に市が発案した軽微な変更の負担者
が事業者となっていますが、変更により工事費の増額が発生する場合、他の部
分で合理化案を提示して増減処理を行っても宜しいでしょうか。

事案発生時の事業者と本市との協議内容によります。

以下余白



実施方針に対する意見・回答

No. 頁 第 1 (1) 1) ① a) a 項目等 意見内容 回答

意見無し

以下余白



要求水準書（案）に対する質問・回答

Ｎｏ 本編 資料
番号 頁 第 節 1 (1) 1) ① ア a) 項目等 質問内容 回答

3 2 2 事業スケジュール

12 3 2 2 施設構成

2 15 3 3 6 イ その他関連事項
本事業の提案時に提出した概算見積額と精算見積結果との間に差異が
生じた場合、市としてどのような対応を想定しているでしょうか

事案発生時の事業者と本市の協議としますが、差異が生じた理由により負担者を
判断するものと考えます。
本市が提示した条件の誤りや要求事項の変更などによる場合は、本市の負担とす
ることを想定しています。事業者の見積もりの誤りなどは事業者の負担となります。
実施方針　資料１　リスク分担表をご参照ください。

3
別紙
1

3 1 2

(2)基本的性能
5温熱環境・エネ
ルギー消費量に
関すること

ZEH相当を満足することと記載されていますが、ZEH取得は無しと考えて
宜しいでしょうか。

ZEHマークの表示は予定していないため、第３者機関によるZEH認証の取得は予
定していません。
ただし、設計要領にて示す等級を満たすことを、設計住宅性能評価及び建設住宅
性能評価にて示す必要があります。

以下余白

1

住戸規模が３０～３９程度の想定としていますが、住戸数の増加や建物
階数の変更が生じた場合、これに伴う設計・建設業務量の増加を考慮
し、工期及び事業スケジュールについて見直しや変更が認められる可能
性はあるでしょうか。

住戸規模については、令和8年7月上旬に公表する入札説明書において提示しま
す。
実施方針　資料１　リスク分担表に記載の通り、本市が提示した条件の誤りや要求
事項の変更などによる設計の変更、事業期間の変更などに要する費用は、本市の
負担とすることを想定しています。


